
長門市告示第 107 号 

令和７年６月長門市議会定例会を次のとおり招集する。  

令和７年６月３日 

                  長門市長 江 原 達 也 

 

１ 日時 令和７年６月 13 日 午前９時 30 分  

２ 場所 長門市議会議事堂  

３ 付議事件 

議案  

第１号 令和７年度長門市一般会計補正予算（第１号） 

第２号 令和７年度長門市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

第３号 長門市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

の一部を改正する条例  

第４号 長門市水道給水条例等の一部を改正する条例  

第５号 財産の取得について（GIGA スクール用端末）  

第６号 財産の取得について（消防ポンプ自動車）  

第７号 訴訟上の和解及び権利の放棄について  

第８号 市の区域内の字の区域の変更について  

第９号 専決処分の承認について（和解及び損害賠償の額を定めることについて） 

第 10 号 長門市監査委員の選任について  

 

報告  

第１号 令和６年度長門市一般会計予算に係る繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

第２号 令和６年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報

告について 

第３号 令和６年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の

報告について 

第４号 公益財団法人長門市文化振興財団の経営状況について  

第５号 一般社団法人アグリながとの経営状況について  



 

 

令和 7 年 6 月 

 

長門市議会定例会 

議 案 
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の一部を改正する条例  

第４号 長門市水道給水条例等の一部を改正する条例  
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報告  

第１号 令和６年度長門市一般会計予算に係る繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

第２号 令和６年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報

告について 

第３号 令和６年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の

報告について 

第４号 公益財団法人長門市文化振興財団の経営状況について  

第５号 一般社団法人アグリながとの経営状況について  



議案第３号  

長門市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改

正する条例  

令和７年６月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部

を改正する条例  

長門市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例（令和元年

長門市条例第１号）の一部を次のように改正する。  

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

(固定資産税の課税免除 ) 

第 3 条 市長は、促進区域内におい

て、この条例の施行の日から令和 10

年 3 月 31 日までの間に、承認地域

経済牽引事業計画に従って対象施設

を設置した事業者に対し、当該施設

の用に供する家屋若しくは構築物

（当該施設の用に供する部分に限る

ものとし、事務所等に係るものを除

く。）又はこれらの敷地である土地

（この条例の施行の日以後に取得し

たものに限り、かつ、土地について

は、その取得の日の翌日から起算し

て 1 年以内に当該土地を敷地とする

当該家屋又は構築物の建設の着手が

あった場合における当該土地に限

る。）に対して課する固定資産税を

免除することができる。  

(固定資産税の課税免除 ) 

第 3 条 市長は、促進区域内におい

て、この条例の施行の日から令和 7

年 3 月 31 日までの間に、承認地域

経済牽引事業計画に従って対象施設

を設置した事業者に対し、当該施設

の用に供する家屋若しくは構築物

（当該施設の用に供する部分に限る

ものとし、事務所等に係るものを除

く。）又はこれらの敷地である土地

（この条例の施行の日以後に取得し

たものに限り、かつ、土地について

は、その取得の日の翌日から起算し

て 1 年以内に当該土地を敷地とする

当該家屋又は構築物の建設の着手が

あった場合における当該土地に限

る。）に対して課する固定資産税を

免除することができる。  



議案第４号  

 長門市水道給水条例等の一部を改正する条例 

  令和７年６月 13 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也  

 

   長門市水道給水条例等の一部を改正する条例  

 （長門市水道給水条例の一部改正）  

第１条 長門市水道給水条例（平成 17 年長門市条例第 191 号）の一部を次のよう

に改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

第 2 章 給水装置の工事及び費

用 

第 2 章 給水装置の工事及び費

用 

(工事の施行) 

第 7 条 給水装置の新設、増設、改造

又は撤去の設計及び工事は、市長が

水道法(昭和 32 年法律第 177 号。以

下「法」という。)第 16 条の 2 第 1

項の規定に基づき指定をした者 (法第

25 条の 3 の 2 に規定する指定の更新

を受けないことにより失効となった

者を除く。)(以下「指定給水装置工

事事業者」という。)が行うものとす

る。ただし、災害その他非常の場合

において、市長が他の市町村長又は

他の市町村長が同項の指定をした者

が給水装置工事を施行する必要があ

ると認めるときは、この限りでな

い。  

(工事の施行) 

第 7 条 給水装置の新設、増設、改造

又は撤去の設計及び工事は、市長が

水道法(昭和 32 年法律第 177 号。以

下「法」という。)第 16 条の 2 第 1

項の規定に基づき指定をした者 (法第

25 条の 3 の 2 に規定する指定の更新

を受けないことにより失効となった

者を除く。)(以下「指定給水装置工

事事業者」という。)が行うものとす

る。ただし、災害その他非常の場合

において、市長が他の市（町村）長

又は他の市（町村）長が同項の指定

をした者が給水装置工事を施行する

必要があると認めるときは、この限

りでない。  

2～5 (略)  2～5 (略)  

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

（長門市下水道条例の一部改正）  

第２条 長門市下水道条例（平成 17 年長門市条例第 151 号）の一部を次のように

改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

第 2 章 排水設備の設置等  第 2 章 排水設備の設置等  



(排水設備等を行う業者の指定 ) 

第 8 条 (略)  

(排水設備等を行う業者の指定 ) 

第 8 条 (略)  

2 (略)  2 (略)  

3 第 1 項の規定に関わらず、災害そ

の他非常の場合において、市長が他

の市町村長の指定を受けた者に工事

を行わせる必要があると認めるとき

に、他の市町村長の指定を受けた者

に工事を行わせることができる。  

(新設) 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

（長門市農業集落排水処理施設条例の一部改正）  

第３条 長門市農業集落排水処理施設条例（平成 17 年長門市条例第 153 号）の一

部を次のように改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

(排水設備等の工事)  

第 8 条 排水設備の設計及び施工は、

下水道条例第 8 条第 1 項の規定によ

り市長が指定した者でなければ行っ

てはならない。  

(排水設備等の工事)  

第 8 条 排水設備の設計及び施工は、

下水道条例第 8 条第 1 項の規定によ

り市長が指定した者でなければ行っ

てはならない。  

2 前項の規定に関わらず、災害その

他非常の場合において、市長が他の

市町村長の指定を受けた者に工事を

行わせる必要があると認めるとき

に、他の市町村長の指定を受けた者

に工事を行わせることができる。  

(新設) 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

 （長門市漁業集落排水処理施設条例の一部改正）  

第４条 長門市漁業集落排水処理施設条例（平成 17 年長門市条例第 154 号）の一

部を次のように改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

(排水設備等の工事)  

第 8 条 排水設備の設計及び施工は、

下水道条例第 8 条第 1 項の規定によ

り市長が指定した者でなければ行っ

てはならない。  

(排水設備等の工事)  

第 8 条 排水設備の設計及び施工は、

下水道条例第 8 条第 1 項の規定によ

り市長が指定した者でなければ行っ

てはならない。  

2 前項の規定に関わらず、災害その

他非常の場合において、市長が他の

(新設) 



市町村長の指定を受けた者に工事を

行わせる必要があると認めるとき

に、他の市町村長の指定を受けた者

に工事を行わせることができる。  

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第５号 

財産の取得について（GIGA スクール用端末）  

下記のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 96 条第１項第８号及び長門市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成 17 年長門市条例第 56 号）第３条の規定により、市議会の議

決を求める。 

令和７年６月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

 

１ 取得財産 

   GIGA スクール用端末（Chrome OS）     １，６８５台 

２ 取得価格 

  ９２，６７５，０００円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ８，４２５，０００円） 

３ 取得の方法 

  地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号による随意契約  

（山口県教育 ICT 推進協議会が実施した GIGA スクール用端末（Chrome OS）

共同調達公募型プロポーザル方式） 

４ 取得の相手方 

  広島県広島市中区袋町４－25 

  株式会社大塚商会広島支店  

  支店長 真子 健 



 

 

議案第６号 

   財産の取得について（消防ポンプ自動車）  

 下記のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 96 条第１項第８号及び長門市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成 17 年長門市条例第 56 号）第３条の規定により、市議会の議

決を求める。  

令和７年６月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

記 

 

１ 取得財産  

消防ポンプ自動車 １台 

２ 取得価格  

２５，６８５，０００円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ２，３３５，０００円）  

３ 取得の方法  

指名競争入札による契約  

４ 取得の相手方  

山口市朝田 10274 番地４ 

株式会社クマヒラセキュリティ山口支店  

支店長 中村 幸一 

 



議案第７号 

訴訟上の和解及び権利の放棄について  

下記のとおり損害賠償請求事件に和解をすること及び権利を放棄することにつ

いて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第 10 号及び第 12 号の

規定により、市議会の議決を求める。  

令和７年６月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

１ 事件名 山口地方裁判所令和４年（ワ）第 117 号 損害賠償請求事件  

２ 当事者 原告 長門市  

      被告                

     

                   

                     

                   

       

                   

      

                 

      

                   

      

                           

                    

                  

                      

３ 和解の内容 

（１）被告  は、原告に対し、本件解決金として、265 万円の支払義務があるこ

とを認める。 

（２）被告  は、原告に対し、前項の金員を、令和７年７月 31 日限り、山口銀



行長門支店の「長門市会計管理者（ナガトシカイケイカンリシャ）」名義の普

通預金口座（口座番号 0410664）に振り込む方法により支払う。ただし、振込

手数料は被告  の負担とする。  

（３）被告   は、原告に対し、本件解決金として、連帯して、80 万円の支払義

務があることを認める。  

（４）被告   は、原告に対し、連帯して、前項の金員を、令和７年７月 31 日

限り、山口銀行長門支店の「長門市会計管理者（ナガトシカイケイカンリシャ）」

名義の普通預金口座（口座番号 0410664）に振り込む方法により支払う。ただ

し、振込手数料は被告   の負担とする。  

（５）被告  は、原告に対し、本件解決金として、55 万円の支払義務があること

を認める。 

（６）被告  は、原告に対し、前項の金員を分割して、令和７年７月から令和 1

6 年８月まで毎月末日限り 5,000 円ずつ、山口銀行長門支店の「長門市会計管

理者（ナガトシカイケイカンリシャ）」名義の普通預金口座（口座番号 041066

4）に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告  の負担とす

る。  

（７）被告  が前項の分割金の支払を２回以上怠ったときは、当然に期限の利益

を失い、被告  は、原告に対し、第５項の金員から前項による既払金を控除

した残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年

３パーセントの割合による遅延損害金を支払う。  

（８）被告  が前項により期限の利益を失うことなく令和 12 年６月末日までに

第６項の分割金の内 30 万円を支払ったときは、原告は、被告  に対し、第

５項の残金 25 万円の支払義務を免除する。  

（９）原告は、その余の請求をいずれも放棄する。  

（10）原告及び被告らは、原告と被告らとの間及び被告らとの間には、本件に関し、

本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認す

る。  

（11）訴訟費用は各自の負担とする。  

４ 権利の放棄 

  和解の内容に沿い、相手方が期限の利益を失うことなく令和 12 年６月末日ま

でに分割金の内 30 万円を支払ったときは、次のとおり権利を放棄することとす



る。  

（１）権利の内容 和解に基づく相手方が市に対して負う金員の支払義務の一部  

（２）相手方 被告   

（３）放棄する権利の金額 25 万円 



議案第８号  

市の区域内の字の区域の変更について  

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）に基づく土地改良事業（農業競争力強化

農地整備事業 本郷地区）の実施による換地処分に係る土地について、換地処分の

公告があった日の翌日から、長門市の区域内の字の区域を別紙のとおり変更するこ

とについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条第１項の規定により、

市議会の議決を求める。  

令和７年６月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也 

 



字区域変更調書 

処 分 後 処   分   前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地 番 地 目 

油谷向津具下 下本郷 油谷向津具下 北河内 2482の一部 田 

〃 〃 〃 〃 2483の 1 原野 

〃 〃 〃 〃 2483の 2 公衆用道路 

〃 〃 〃 南ノ方 2490の 2 〃 

〃 本郷須川 〃 下本郷 2705の一部 田 

〃 〃 〃 〃 2710の一部 〃 

〃 田畑 〃 本郷中八反 2718 〃 

〃 〃 〃 〃 2721 〃 

〃 〃 〃 〃 2722 〃 

〃 〃 〃 〃 2723の 1 〃 

〃 〃 〃 〃 2723の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 2724 〃 

〃 〃 〃 〃 2725 〃 

〃 〃 〃 本郷大坪 2728の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2731の 1の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2731の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2731の 3の一部 雑種地 

〃 〃 〃 〃 2737の 1の一部 田 

〃 〃 〃 〃 2737の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2738の 1の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2738の 2の一部 〃 

〃 下本郷 〃 〃 2738の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2739の 2 〃 

〃 本郷大坪 〃 本郷山崎 2740の 1 〃 

〃 本郷須川 〃 〃 2740の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 2740の 3 〃 

〃 本郷大坪 〃 〃 2741の 1 〃 

〃 本郷須川 〃 〃 2741の 2 〃 

〃 本郷大坪 〃 〃 2742の 1 〃 

〃 本郷須川 〃 〃 2742の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 2742の 3 〃 

〃 本郷大坪 〃 〃 2743の 1 〃 



油谷向津具下 本郷須川 油谷向津具下 本郷山崎 2743の 2 田 

〃 本郷大坪 〃 〃 2743の 3 〃 

〃 〃 〃 〃 2744の 1 〃 

〃 本郷須川 〃 〃 2744の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 2744の 3 〃 

〃 本郷大坪 〃 〃 2745の 1 〃 

〃 本郷須川 〃 〃 2745の 3 〃 

〃 本郷大坪 〃 〃 2746の 1 〃 

〃 〃 〃 〃 2747の 1 〃 

〃 本郷須川 〃 〃 2747の 3 〃 

〃 本郷大坪 〃 〃 2748の 1 〃 

〃 〃 〃 〃 2749の 1 〃 

〃 本郷須川 〃 〃 2749の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 2750の 1 〃 

〃 〃 〃 〃 2750の 2 用悪水路 

〃 〃 〃 〃 2751の 1 田 

〃 〃 〃 〃 2751の 2 用悪水路 

〃 〃 〃 〃 2752 〃 

〃 本郷大坪 〃 〃 2753の 1 田 

〃 本郷須川 〃 〃 2753の 2 用悪水路 

〃 本郷大坪 〃 〃 2754の 1 田 

〃 〃 〃 〃 2754の 4 公衆用道路 

〃 本郷鳥ノ子 〃 本郷鳫矢 2759の 3 田 

〃 〃 〃 〃 2759の 6 〃 

〃 本郷 〃 〃 2762の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2763の一部 〃 

〃 本郷三ツ安 〃 〃 2765の 1の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2765の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2766の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2767の一部 〃 

〃 本郷 〃 〃 2767の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2768 〃 

〃 〃 〃 本郷三ツ安 2769の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2770の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2771の一部 〃 



油谷向津具下 本郷三ツ安 油谷向津具下 本郷谷ノ前 2775の 1の一部 田 

〃 〃 〃 〃 2775の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2776の一部 〃 

〃 本郷 〃 〃 2776の一部 〃 

〃 本郷小谷 〃 〃 2777の 2の一部 〃 

〃 本郷 〃 〃 2780の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2780の 3の一部 〃 

〃 本郷小谷 〃 〃 2783の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 2786の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2787の 2の一部 〃 

〃 宗信 〃 本郷小谷 2804の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2805の 1の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2805の 3の一部 〃 

〃 本郷小谷 〃 本郷川久保 2806の 2の一部 〃 

〃 下本郷 〃 本郷須川 2848の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2849の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2851の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 2852の 1の一部 〃 

〃 本郷須川 〃 栻木 2931の 2 〃 

〃 本郷鳥ノ子 〃 天神 3972の 1 〃 

〃 〃 〃 〃 3972の 2 雑種地 

〃 〃 〃 〃 3973の 1の一部 田 

〃 本郷川久保 〃 〃 3973の 1の一部 〃 

〃 本郷鳥ノ子 〃 〃 3973の 4 〃 

〃 本郷川久保 〃 上ケ田 4100の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 4101の 1の一部 〃 

〃 本郷小谷 〃 〃 4101の 1の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 4101の 3の一部 〃 

〃 本郷川久保 〃 〃 4101の 3の一部 〃 

〃 本郷谷ノ前 〃 迫田 4598の 1の一部 〃 

〃 本郷小谷 〃 〃 4598の 1の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 4598の 2の一部 〃 

〃 本郷谷ノ前 〃 本郷 4685の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 4687の一部 〃 

〃 下本郷 〃 田畑 4887の 2 〃 



油谷向津具下 下本郷 油谷向津具下 田畑 4888の 2の一部 田 

〃 北河内 〃 〃 4888の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 4889の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 4892の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 4895の 2 〃 

〃 〃 〃 〃 4897の 2 〃 

 処分前の土地に接する市有地である道路及び水路を併せて変更する。 

 



 

議案第９号 

専決処分の承認について（和解及び損害賠償の額を定めることについて）  

和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 179 条第１項の規定により、令和７年５月 19 日別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により市議会の承認を求める。  

令和７年６月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

  



 

専決処分書 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。  

令和７年５月 19 日 

                  長門市長 江 原 達 也 

 

 

和解及び損害賠償の額を定めることについて  

 次のとおり和解及び損害賠償の額を定める。  

１ 和解及び損害賠償の相手方  

  住所                

  氏名       

２ 和解の内容 

  長門市の責任割合を 100％とする。 

  長門市は損害を受けた相手方に対し、損害の解決金として 299,519 円を賠償

するものとする。  

なお、長門市及び相手方との間には、本件事故に関し、上記の損害賠償金以

外に一切の債権債務がないことを相互に確認する。  

３ 損害賠償の額 299,519 円  

４ 発生の原因となる事実  

令和７年５月９日午後１時頃、長門市日置上 6321 番地５所在のふれあいプラ

ザはまゆう日置敷地内において、ふれあいプラザはまゆう日置の雨樋が、暴風

により建物西側に駐車していた相手方の軽四輪自動車の上に落下し、車両の右

サイドミラーの破損並びにルーフの塗装剥離及びへこみを及ぼし、物的損害を

与えたもの 

 



議案第 10 号 

   長門市監査委員の選任について  

 長門市監査委員に下記の者を選任することについて、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 196 条第１項の規定により、市議会の同意を求める。  

  令和７年６月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

１ 住所              

２ 氏名 岡村 節子 

３ 生年月日            

 



報告第１号 

令和６年度長門市一般会計予算に係る繰越明許費繰越計算書の報告について  

令和６年度長門市一般会計予算中、繰越明許費として予算繰越しした事業に係る

繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16 号）第 146 条第２項の規定により報告する。  

令和７年６月 13 日提出 

                  長門市長 江 原 達 也 





報告第２号 

令和６年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報告に  

ついて 

令和６年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費について、別紙繰越計算書

のとおり繰越しをしたので、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第

３項の規定により報告する。  

令和７年６月13日提出 

長門市長 江 原 達 也  



 

令
和
６
年
度
長
門
市
水
道
事
業
会
計
予
算
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越
計
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書

 

 
地
方
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営
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業
法
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2
6
条
第
１
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規
定
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よ
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建
設
改
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の
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額
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報告第３号 

   令和６年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報告に 

ついて 

令和６年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費について、別紙繰越計算

書のとおり繰越しをしたので、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条

第３項の規定により報告する。  

令和７年６月13日提出 

長門市長 江 原 達 也 

 



令
和
６
年
度
長
門
市
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報告第４号  

公益財団法人長門市文化振興財団の経営状況について  

公益財団法人長門市文化振興財団における令和６年度決算及び令和７年度事業計

画について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定によ

り、次のとおり提出する。  

令和７年６月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  



報告第５号 

一般社団法人アグリながとの経営状況について  

一般社団法人アグリながとにおける令和６年度決算及び令和７年度事業計画に

ついて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定により、

次のとおり提出する。  

令和７年６月 13 日提出 

                  長門市長 江 原 達 也 


